
成長記録管理、市内
の子育て情報の提供、
予防接種管理、子育
て関連の施設検索な
どができます！

「すくすく赤ちゃん応援券」の支給
　お子さんの出生をお祝いし、健やかな成長を応援す
るために、育児用品を購入する時の助成券として「すく

すく赤ちゃん応援
券」を支給します。

内容　お子さんが0歳と1歳のときに、それぞれ1人当
たり3万円分（額面2,500円×12枚綴り）を支給します。
対象者　0歳と1歳のお子さんの養育者で、お子さんと
養育者の住所が市内にある人。
※転出する予定のある人は、転出日の前日までに申請
してください。
利用できる店舗　事前に登録を受けた市内の店舗など。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
申請時期　◦0歳児　出生から1歳の誕生日の2日前まで　
◦1歳児　1歳の誕生日から2歳の誕生日の2日前まで
申請に必要なもの　
◦印章　◦申請者（父母または父母に代わって養育して
いる人）の本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
申請先　こども課
☞こども課☎（88）8114
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　市内在住の5歳児に対し、公立・私立、認可・認可
外を問わず、全ての保育施設・幼稚園の保育料・授業
料を平成29年度から無償化しました。

産前産後の家庭にヘルパーを派遣
　妊娠中や出産後に、体調不良などで家事や育児が困
難な家庭に、ヘルパーを派遣します。
内容　家事や育児の支援
対象者　妊娠中または出産後6か月以内で、体調不良な
どのため家事や育児が困難であり、同居の親族などか
らの援助を受けることができない人
時間　1回2時間以内
回数　1日2回まで　※合計20回まで
時間帯　午前7時～午後7時（12月29日～ 1月3日を除く）
料金　1回800円
※利用するには登録が必要です。詳しくはお問い合わ
せください。

５歳児の保育料などを無償化
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子育て支援アプリ
「すかがわ『てくてく』」

子育て支援事業の一部を紹介します

　子育て世代の妊娠・出産・育児をサポートするため、
子育てに役立つアプリを運用しています。従来の母子
健康手帳と合わせてご活用ください。

健康づくり推進員の訪問を受ける川村公
こう

大
だい

さんと美
み

月
つき

ちゃん（生後2か月）

■ 特集　すかがわの子育て支援

健康づくり推進員が訪問します
「こんにちは！赤ちゃん」

健康づくり課☎（88）8123

健康づくり推進員から
　最近は核家庭が増え、夫婦が協力して
子育てすることが以前より重要となっ
てきています。家庭によってはお母さん
が一人で抱え込んで「産後うつ」の状態
になり苦しんでいるときもあるので、お
子さんのお父さんの理解が不可欠です。
　両親や周りの人などにも頼って、一緒
に過ごせる時間を大切に、ぜひ、子育て
を楽しんでください！

子育ての参考のために、地域
の行事や遊び場などをまとめ
たちらしを作成しました！
訪問の際にお持ちします。

　

平
成
29
年
度
は
、
訪
問
し
た
家
庭
の
う

ち
97
・
７
％
が「
役
に
立
っ
た
」と
答
え
て

い
ま
す
。

　

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
時
に
訪
問
希
望

を
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

約
98
％
が「
役
に
立
っ
た
」と
回
答

施設区分 対象となる保育料・授業料 手続き

認可保育所
認定こども園
公立幼稚園

市が決定する基本の
保育料・授業料 不要

私立幼稚園
認可外保育施設
事業所内保育所

施設が決定する基本
の保育料・授業料（限
度額内）

施設または保
護者からの申
請が必要

☞こども課☎（88）８11４

ダウンロードは
こちらから

☞こども課☎（88）８11４

無料

※通信料は利用者の負担

健康づくり推進員とは…
市長から委嘱を受け、地域と行政を結ぶパイプ役です。健
康づくりや子育てに関する情報を地域の皆さんに提供する
ことを通して、市民の健康づくりを支援しています。

桜
さくら

井
い

祐
ゆう

子
こ

 さん

須賀川地区担当

※注意
1 5歳児1人につき１施設分のみが対象
2 延長保育料や預かり保育料、給食費、教材費などは対象外
3 市外に転出したときは無償化の対象外
4 市外の私立幼稚園、認可外保育施設、事業所内保育所を
利用している人は、お問い合わせください。
5 限度額など、詳しくはこども課にお問い合わせください。
☞こども課☎（88）8124
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